
 
  

平成２５年４月８日 
株式会社 中国銀行 

 
株式会社 日本政策金融公庫との連携融資の実施について 

 
当行では、４月８日（月）に株式会社日本政策金融公庫（以下、「日本公庫」）との「業

務連携・協力に関する覚書」締結したことにあわせ、連携融資第 1 号案件への取組みを実
施いたしました。 
本連携融資は、当行ベンチャーファンド投資先である 桃太郎源 株式会社への支援の一
環として、当行からの紹介にもとづき、日本公庫が平成２５年３月１日に取扱いを開始し

た新制度「挑戦支援資本強化特例制度（資本性ローン※）」を利用します。当該制度を用い

ての融資は、中国・四国地域で初めて、連携金融機関の紹介によるものとしては全国で初

めての案件です。 
 
１．連携融資の概要 

（１）融 資 先 ：桃
もも

太郎源
たろうげん

 株式会社 

（２）融資金額 ：２０百万円 
（３）融資期間 ：７年 
（４）資金使途 ：研究開発資金 
（５）利用制度 ：挑戦支援資本強化特例制度（資本性ローン） 
 
２．桃太郎源 株式会社の概要 
（１）所 在 地 ：岡山県岡山市北区鹿田町２－５－１ 

おかやまメディカルイノベーションセンター 
インキュベーション施設２３号 

（２）連 絡 先 ：０８６－２３８－７８４８ 

（３）代 表 者 ：塩見
しお み

 均
ひとし

 

（４）設立年月 ：平成１９年８月 
（５）資 本 金 ：２２０，６００千円 
（６）事業内容 ：岡山大学で発見されたがん治療遺伝子によるがん治療製剤の開発 
 
（※）資本性ローンとは 

他の債務者より弁済順位が劣る「資本的劣後ローン」のことをいい、次の要件を満た

すことにより、借主の自己資本として看做すことが可能。 
① 償還条件・・・長期間償還不要な状態 
② 金利設定・・・配当可能利益に応じた金利設定 
③ 劣後性・・・・法的破綻時の劣後性 

以上 
 
 


